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昭
和
五
十
三
年
十
月
十
二
日
提
出 

質

問

第

八

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

重
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
航
空
機
給
油
施
設
の
設
置
場
所
の
選
定
理
由
及
び
地
域
住
民
の
意
思
尊 

昭
和
五
十
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年
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二
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衆 

議 

院 

議 

長 

保 
 

利 
 
 

茂 

殿 

提 

出 

者 
 

木 
 

原 
 
 

実 

 

一 

 



 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
空
港
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、
千
葉
市
か
ら
成
田
市
ま
で
の
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
計
画
を
昭
和
四
十
六
年
八
月
に
公
表
し
（
以
下
「
四
十
六
年
計
画
」
と
い
う
。
）
、
こ
れ
を
変
更
し
た
計
画

を
昭
和
五
十
三
年
一
月
に
公
表
し
た
（
以
下
「
五
十
三
年
計
画
」
と
い
う
。
）
。 

空
港
公
団
は
、
四
十
六
年
計
画
の
沿
線
住
民
と
の
間
で
争
わ
れ
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
中
止
仮
処
分
命
令
申
請

事
件
の
決
定
（
昭
和
四
十
七
年
七
月
）
に
お
い
て
、
千
葉
地
方
裁
判
所
か
ら
住
民
の
不
安
解
消
の
方
法
等
を
批
判

さ
れ
た
。
国
会
に
お
い
て
も
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
石
パ
法
」
と
い
う
。
）

の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
、
そ
こ
に
は
関
係
地
域
住
民
の
意
思
尊
重
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
石
油
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
事
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
石
パ
法
立
法
の
精
神
に
か
ん
が
み
、
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る 
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必
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

一 

空
港
公
団
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
千
葉
市
内
で
行
わ
れ
た
沿
線
住
民
へ
の
説
明
会
に

お
い
て
、
住
民
か
ら
の
素
朴
な
「
な
ぜ
出
発
点
が
千
葉
港
頭
で
あ
つ
て
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
」
と
い

う
質
問
（
以
下
「
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
必
然
性
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
「
千
葉
県
か
ら
分
譲
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
答
弁
と
は
言
え
な
い
答
弁
に
終
始
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

し
か
る
に
五
十
三
年
計
画
公
表
以
来
、
空
港
公
団
及
び
千
葉
市
の
言
動
に
は
不
可
解
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
石

パ
法
附
帯
決
議
と
の
関
連
に
お
い
て
質
問
す
る
。 

1 

千
葉
市
が
作
成
し
た
五
十
三
年
計
画
の
検
討
報
告
書
に
は
、
そ
の
検
討
が
千
葉
港
頭
と
東
関
東
自
動
車
道

路
を
結
ぶ
と
い
う
前
提
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
地
域
住
民
は
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
必

然
性
の
説
明
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た

い
。 

四 

 



 

4 

空
港
公
団
は
、
四
十
六
年
計
画
に
関
す
る
前
述
の
仮
処
分
事
件
に
お
け
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
海
に
面
す

る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
起
点
の
基
地
の
選
定
理
由
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
検
討
の
対
象
を
「
想

定
さ
れ
る
」
と
い
う
理
由
で
京
葉
地
帯
に
限
定
し
、
さ
ら
に
、「
候
補
地
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
理
由

で
候
補
地
を
京
葉
シ
ー
バ
ー
ス
（
姉
崎
沖
）
と
千
葉
港
頭
の
二
カ
所
に
限
定
し
た
。 

3 

石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
空
港
公
団
が
検
討
報
告
書
を
作
成
し
た
事
実
が
あ
る
か
。
そ
の

事
実
が
あ
れ
ば
、
作
成
期
日
及
び
報
告
書
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
千
葉
県
は
、
千
葉
港
頭
の
敷
地
を
空
港
公
団
に
分
譲
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
際
に
、
こ
の
敷
地

を
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
、
空
港
公
団
に
対
し
て
指
導
し
た
事
実
が
あ
る
か
。
そ

の
事
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
指
導
に
当
た
り
想
定
し
て
い
た
航
空
燃
料
の
輸
送
方
法
、
経
路
を
明
ら
か
に

し
、
同
敷
地
が
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
場
所
と
し
て
最
適
な
も
の
で
あ
る
と
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
た
か
否
か

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

6 

石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
必
然
性
と
い
う
問
題
へ
の
検
討
に
は
、
そ
こ
か
ら
目
的
地
ま
で
の
燃
料
の
輸
送
方
法

と
経
路
及
び
費
用
並
び
に
安
全
性
、
地
域
の
特
殊
性
は
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
慮
さ
れ
る
が
、
こ
の
問

題
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

5 

空
港
公
団
が
千
葉
市
内
の
説
明
会
に
お
い
て
、
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
必
然
性
を
真
面
目
に
説
明
し
な
か
つ

た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ロ 

空
港
公
団
は
さ
ら
に
、
京
葉
シ
ー
バ
ー
ス(

姉
崎
沖)

は
、
原
油
揚
陸
施
設
で
あ
る
か
ら
航
空
燃
料
の
た
め

に
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
能
力
的
に
も
限
界
に
き
て
い
る
と
主
張
し
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
空
港
公
団
は
昭
和
五
十
三
年
三
月
以
来
、
同
地
を
暫
定
貨
車
輸
送
基
地
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

不
可
能
な
も
の
が
可
能
と
な
つ
た
い
き
さ
つ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

イ 

こ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
候
補
地
が
こ
の
二
ヵ
所
以
外
に
な
い
こ
と
を
地
域
住
民
が
理
解
し
か
つ
納
得
す

る
と
考
え
ら
れ
る
か
否
か
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

六 

 



 

三 

千
葉
市
長
は
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
二
十
二
日
、
千
葉
市
議
会
各
会
派
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、
五
十
三
年

計
画
に
関
連
し
て
三
十
二
項
目
の
要
求
を
運
輸
省
に
対
し
て
行
つ
た
こ
と
（
以
下
「
三
十
二
項
目
要
求
」
と
い

う
。
）
を
明
ら
か
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

二 
五
十
三
年
計
画
策
定
に
当
た
り
、
空
港
公
団
が
使
用
し
た
地
盤
等
に
関
す
る
資
料
及
び
設
計
計
算
資
料
並
び

に
安
全
性
検
討
の
た
め
の
資
料
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
技
術
資
料
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
地
域
住
民
が
要
求
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
空
港
公
団
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
（
昭
和
五
十
三
年
四
月
二
十
一
日
付
空
公
給
管
第
百
二
号 

外
各
地
に
お
け
る
説
明
会
発
言
） 

2 

石
パ
法
附
帯
決
議
に
明
記
さ
れ
た
、「
関
係
地
域
住
民
の
意
思
尊
重
と
不
安
の
解
消
」
と
い
う
立
法
府
の
意

思
に
か
ん
が
み
、
技
術
資
料
の
提
供
を
拒
み
、
ま
た
施
設
の
設
置
場
所
の
選
定
理
由
さ
え
説
明
し
な
い
と
い

う
空
港
公
団
の
姿
勢
に
は
重
大
な
疑
義
を
感
ず
る
。
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

1 

空
港
公
団
が
拒
否
し
た
理
由
を
承
り
た
い
。 

七 

 



 

6 

右
附
帯
決
議
は
、
関
係
地
域
住
民
の
意
思
も
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
三
十
二

項
目
要
求
の
項
目
及
び
内
容
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
現
在
、
関
係
地
域
住
民
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い 

5 

運
輸
省
が
三
十
二
項
目
要
求
に
対
し
て
行
つ
た
対
応
は
、
石
パ
法
附
帯
決
議
（
参
議
院
）
に
明
示
さ
れ
た
、

関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
の
判
断
に
立
脚
し
て
い
る
と

解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。 

4 

三
十
二
項
目
要
求
は
、
石
パ
法
第
三
条
第
五
項
ま
た
は
同
法
第
八
条
第
三
項
に
定
め
る
関
係
市
町
村
長
の

意
見
で
あ
る
の
か
。 

3 

要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
要
求
す
る
費
用
の
総
額
概
算
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
う
ち
、
国
及
び
千

葉
市
の
負
担
す
る
費
用
の
概
算
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
三
十
二
項
目
要
求
の
う
ち
、
要
求
が
満
た
さ
れ
た
項
目
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
三
十
二
項
目
要
求
が
な
さ
れ
た
期
日
及
び
決
着
し
た
期
日
、
さ
ら
に
各
項
目
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

四 

昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
、
千
葉
市
真
砂
で
行
わ
れ
た
五
十
三
年
計
画
に
関
す
る
千
葉
市
長
と
真
砂
地
区
住

民
の
対
話
集
会
に
お
い
て
、
「
市
長
は
、
な
ぜ
こ
の
集
会
の
前
に
石
パ
法
八
条
の
許
可
へ
の
同
意
を
与
え
た
の 

か
」
と
い
う
住
民
の
質
問
に
対
し
、
千
葉
市
長
は
、「
こ
の
あ
と
に
合
意
を
い
た
だ
け
る
と
い
う
確
約
が
あ
れ
ば
、

場
合
に
よ
つ
て
は
待
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
お
そ
ら
く
、
全
体
の
方
が
す
べ
て
納
得
を
し
て
い
た
だ 

7 

千
葉
市
長
は
、
三
十
二
項
目
要
求
の
動
機
と
し
て
、
地
域
環
境
の
整
備
及
び
遅
れ
た
千
葉
市
の
都
市
発
展

の
た
め
に
政
府
の
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
に
相
違
は
な
い
か
。
事

実
で
あ
る
な
ら
ば
、
運
輸
省
の
対
応
は
今
後
の
石
パ
法
と
関
係
地
方
公
共
団
体
の
関
係
に
対
す
る
政
府
の
指

針
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
と
思
慮
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
十
二
項
目
要
求
は
、
関
係
地
域
住
民
の
意
思
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
に

な
る
。
真
偽
の
ほ
ど
を
明
ら
か
に
し
、
関
係
地
域
住
民
の
意
思
は
い
か
に
し
て
尊
重
さ
れ
る
か
を
示
さ
れ
た

い
。 

九 

 



 

 

一
〇 

く
と
い
う
情
勢
に
は
、
こ
の
地
域
は
ま
だ
な
い
な
と
い
う
感
触
の
も
と
に
私
は
判
断
し
た
」
と
述
べ
、
住
民
を

怒
ら
せ
て
い
る
と
聞
く
。 

1 

録
音
さ
れ
た
こ
の
発
言
が
市
長
の
真
意
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
誠
意
を
欠
く
対
応
で
あ
る
し
、
真

意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
反
対
の
意
思
が
見
込
ま
れ
た
か
ら
事
前
に
手
続
き
を
進
め
た
」
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
、
石
パ
法
附
帯
決
議
に
対
す
る
重
大
な
違
反
で
あ
る
。
千
葉
市
長
の
真
意
と
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

2 

千
葉
市
長
が
五
十
三
年
計
画
に
関
連
し
た
対
話
を
真
砂
地
区
で
行
つ
た
の
は
、
こ
の
十
月
一
日
の
対
話
集

会
が
最
初
で
あ
る
と
聞
く
が
、
事
実
相
違
な
い
か
。 

3 

石
パ
法
第
三
条
に
基
づ
く
基
本
計
画
の
告
示
及
び
同
法
第
八
条
に
基
づ
く
事
業
の
変
更
許
可
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
千
葉
県
知
事
及
び
千
葉
市
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
に
基
づ
く
意
見
の
提
示
を
行
つ
た
期
日
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


